
安祥福祉センター
ニコニコサロン

安祥福祉センター
ニコニコサロン

作野福祉センター
ニュースポーツサロン

作野福祉センター
ニュースポーツサロン

北部福祉センター
ものづくりサロン
北部福祉センター
ものづくりサロン

西部福祉センター
ひだまりサロン

西部福祉センター
ひだまりサロン

明祥プラザ
ぷらっとプラザサロン

明祥プラザ
ぷらっとプラザサロン

中部福祉センター
Salon あんちゃん
中部福祉センター
Salon あんちゃん

総合福祉センター
なつかし学級

総合福祉センター
なつかし学級

桜井福祉センター
さくらうたごえカフェ
桜井福祉センター

さくらうたごえカフェ

市内在住60歳以上の人はどなたでも参加できます。
また、地域のサロン活動・運営に関心のある人も、ぜひのぞいてみませんか。

詳しくは、お近くの福祉センター・プラザまでお問い合わせください。

北部福祉センター　97-5000
西部福祉センター　72-6616
明祥プラザ    　 　92-3641

中部福祉センター　76-0090
総合福祉センター　77-7888
桜井福祉センター　99-7365

安祥福祉センター　73-5757
作野福祉センター　72-7570

みなさんのお越しを

お待ちしています！みなさんのお越しを

お待ちしています！

ハートン

安城市社協基本理念
「住民一人ひとりが主役の福祉のまちづくり」

’16 9/15  第90号  
編集と発行／社会福祉法人  安城市社会福祉協議会
〒446-0046  安城市赤松町大北 78 番地 4（社会福祉会館内）
　　　　  TEL 0566(77)2941・FAX 0566(73)0437
E-mail syakyo@city.anjo.aichi.jp  http://www.anjo-syakyo.or.jp/

今月の題字は、
東端町の大

おお

岡
おか

咲
さき

子
こ

さんの作品です。

特集 これならわかる！ふくし
成年後見人のお仕事紹介！

あんじょう 社協だより
         '16 9/15－ 1 －



成年後見人のお仕事紹介！成年後見人のお仕事紹介！
　今回の特集では成年後見制度がどんな制度なのか、成年後見人が具体的にどんな仕事
をしているのか紹介します。
　いざというときのため、知っていると安心な制度です。

成年後見人には誰が選ばれるの？
支援してくれる人のことを「成年後見人」といいます。
成年後見人には
　①配偶者など本人の家族、親族
　②弁護士、司法書士などの法律の専門家
　③社会福祉士などの福祉の専門家
　④その他の第三者
　⑤社会福祉協議会、その他の法人
などが選任されます。
成年後見人には、本人の状況から最も適任な人を家庭裁判所が決定します。
（誰になってほしいか希望を言うことはできます｡）

成年後見人の役割は？
○成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮
　しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによっ
　て、本人を保護・支援することです。
○成年後見人の仕事は、本人の財産や契約などの法律行為に関するものに限られており、
　食事の世話や実際の介護などは、成年後見人の仕事ではあり
　ません。
○成年後見人は、その事務について家庭裁判所に報告するなど
　して家庭裁判所の監督を受けます。

Q

Q

安城市社協では、成年後見制度の相談を受けたり、啓発活動を行ったりする成年後見支援事業を実施して
います。制度について詳しく知りたい人はご相談ください。　　  問い合わせ　 総務係　７７－２９４１

ご家族 専門家

　成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でな
い人のお金の管理や、日常生活におけるさまざまな契約などを支援することを目的
とした民法に定められている制度です。利用するには、家庭裁判所に申立てをする
必要があります。

成年後見制度とは…
せい ねん こう けん  せい   ど

成年後見人の仕事内容は？

①本人の財産を管理します。
　本人に必要な支払いを、本人に代わって行います。
　※本人以外の人のためには財産を使うことはできません。

　例えば、
　①印鑑・通帳等の管理
　②収入、支出の管理
　③不動産の管理・処分　など
　日常の金銭管理から重要な財産の処分まで、その内容は多岐に渡ります。

②本人に代わって契約を結びます。
　本人が安心して暮らしていけるよう、生活や健康に配慮し、本人のために契約を行
います。また、定期的な訪問を行い、生活状況に変化がないか等確認します。

　例えば、
　①治療・入院等に対する契約と費用の支払い
　②住居の確保に関する契約と費用の支払い
　③施設等の入退所に関する契約と費用の支払い
　④介護サービス等の契約と費用の支払い
　⑤適切にサービスを受けられているかの確認  など

③家庭裁判所へ報告をします。
　家庭裁判所へは、年に1回後見事務内容の報告をします。

Q

成年後見人でもできないことがあるの？Q
○介護や家事援助など
○病院や施設への入院・入所に際しての身元引受けや身元保証
○手術などの医療行為に関する同意
○死後事務に関する手続き
○本人の居所を指定すること　　　　など

成
年
後
見
制
度
講
演
会

　
実
際
に
成
年
後
見
業
務
を
行
っ
て
い

る
専
門
家
が
、
制
度
の
概
要
や
障
が
い

の
あ
る
人
の
親
亡
き
後
の
対
策
、
ま
た

実
際
に
制
度
を
利
用
し
た
事
例
に
つ
い

て
お
話
し
ま
す
。

日
時
・
内
容
▼

　
第
１
回
　
11
月
19
日
㈯

　
　
知
っ
て
お
き
た
い
成
年
後
見
制
度

　
　
〜
障
が
い
の
あ
る
人
の
親
亡
き
後

　
　
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
〜

　
第
２
回
　
12
月
17
日
㈯

　
　
成
年
後
見
人
っ
て
何
を
す
る
人
？

　
　
〜
事
例
で
わ
か
る
成
年
後
見
人
の

　
　
仕
事
〜

　
　
い
ず
れ
も
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

場
所
▼
社
会
福
祉
会
館
　
講
座
室

講
師
▼
日
比
野
　
裕
之
氏（
司
法
書
士
）

対
象
▼
ど
な
た
で
も

定
員
▼
70
名
（
先
着
順
）

参
加
費
▼
無
料

受
付
▼
９
月
21
日
㈬
午
前
9
時
か
ら
電
話

　
　
　
に
て
受
付
（
日
･
月
･
祝
日
を

　
　
　
除
く
）

　
　
　
※
ど
ち
ら
か
１
回
の
み
の
申
込

　
　
　
　
み
も
可

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
▼

　
　
　
　
　
総
務
係
（
77
）
2
９
４
１

ひ
　 

び    

の           

ひ
ろ  

ゆ
き
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成年後見人のお仕事紹介！成年後見人のお仕事紹介！
　今回の特集では成年後見制度がどんな制度なのか、成年後見人が具体的にどんな仕事
をしているのか紹介します。
　いざというときのため、知っていると安心な制度です。

成年後見人には誰が選ばれるの？
支援してくれる人のことを「成年後見人」といいます。
成年後見人には
　①配偶者など本人の家族、親族
　②弁護士、司法書士などの法律の専門家
　③社会福祉士などの福祉の専門家
　④その他の第三者
　⑤社会福祉協議会、その他の法人
などが選任されます。
成年後見人には、本人の状況から最も適任な人を家庭裁判所が決定します。
（誰になってほしいか希望を言うことはできます｡）

成年後見人の役割は？
○成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮
　しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによっ
　て、本人を保護・支援することです。
○成年後見人の仕事は、本人の財産や契約などの法律行為に関するものに限られており、
　食事の世話や実際の介護などは、成年後見人の仕事ではあり
　ません。
○成年後見人は、その事務について家庭裁判所に報告するなど
　して家庭裁判所の監督を受けます。

Q

Q

安城市社協では、成年後見制度の相談を受けたり、啓発活動を行ったりする成年後見支援事業を実施して
います。制度について詳しく知りたい人はご相談ください。　　  問い合わせ　 総務係　７７－２９４１

ご家族 専門家

　成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でな
い人のお金の管理や、日常生活におけるさまざまな契約などを支援することを目的
とした民法に定められている制度です。利用するには、家庭裁判所に申立てをする
必要があります。

成年後見制度とは…
せい ねん こう けん  せい   ど

成年後見人の仕事内容は？

①本人の財産を管理します。
　本人に必要な支払いを、本人に代わって行います。
　※本人以外の人のためには財産を使うことはできません。

　例えば、
　①印鑑・通帳等の管理
　②収入、支出の管理
　③不動産の管理・処分　など
　日常の金銭管理から重要な財産の処分まで、その内容は多岐に渡ります。

②本人に代わって契約を結びます。
　本人が安心して暮らしていけるよう、生活や健康に配慮し、本人のために契約を行
います。また、定期的な訪問を行い、生活状況に変化がないか等確認します。

　例えば、
　①治療・入院等に対する契約と費用の支払い
　②住居の確保に関する契約と費用の支払い
　③施設等の入退所に関する契約と費用の支払い
　④介護サービス等の契約と費用の支払い
　⑤適切にサービスを受けられているかの確認  など

③家庭裁判所へ報告をします。
　家庭裁判所へは、年に1回後見事務内容の報告をします。

Q

成年後見人でもできないことがあるの？Q
○介護や家事援助など
○病院や施設への入院・入所に際しての身元引受けや身元保証
○手術などの医療行為に関する同意
○死後事務に関する手続き
○本人の居所を指定すること　　　　など

成
年
後
見
制
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　　１０月２日（日）に福祉まつりを開催します。
　みなさまのご来場お待ちしています。

ハートンからの
　おしらせだよ！

共
同
募
金
配
分
事
業
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
活
性
化
応
援
助
成
」

市
民
投
票
を
行
い
ま
す
！

大
人
の
婚
活
・
恋
活
支
援
セ
ミ
ナ
ー

視
覚
障
が
い
者
向
け

  

ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
講
座

介
護
者
の
つ
ど
い

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活
動
の
充
実
や
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
な
ど
を
目
指
し
た
取
り
組
み
に
つ

い
て
、
10
月
２
日
㈰
に
開
催
さ
れ
る
安
城
市
福
祉
ま
つ
り
の
来
場
者
の
投
票
数
に
よ
っ
て
団
体

へ
の
助
成
額
を
決
定
し
ま
す
。
投
票
は
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
入
り
口
付
近
で
行
い
ま
す
。　

申
請
団
体
紹
介
と
助
成
金
の
活
用
計
画

①
手
話
サ
ー
ク
ル
ゆ
び
き
り
げ
ん
ま
ん

　

手
話
を
通
し
て
聴
覚
障
が
い
者
と
健
聴
者
が
お
互
い
の
理
解
と
交
流
を
深
め
る
活
動
を
し

て
い
ま
す
。
助
成
金
は
、
サ
ー
ク
ル
創
立
40
周
年
記
念
大
会
の
開
催
費
用
と
し
て
活
用
し
、

手
話
活
動
に
対
す
る
資
質
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

②
自
然
に
学
び
・
ロ
ー
ゼ
ル
を
育
て
る
会

　

福
祉
施
設
で
の
ロ
ー
ゼ
ル
の
栽
培
や
製
品
化
を
支
援
し
、
製
品
を
取
り
扱
っ
て
く
れ
る
企
業

等
の
開
拓
に
よ
り
障
が
い
者
の
工
賃
ア
ッ
プ
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
助
成
金
は
、
市
民
に
活
動

を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
苗
の
配
布
や
料
理
教
室
を
行
う
Ｐ
Ｒ
費
用
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

③
軽
度
知
的
障
害
を
考
え
る
会
・
ス
マ
イ
ル

　

軽
度
の
知
的
障
が
い
者
中
心
の
会
で
す
。
市
内
の
イ
ベ
ン
ト
等
へ
参
加
し
、
軽
度
知
的
障

が
い
へ
の
理
解
を
深
め
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
助
成
金
は
、
活
動
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
や
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
作
成
に
活
用
し
ま
す
。

④
安
城
市
民
や
ろ
Ｍ
Ｙ
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
行
隊

　

健
康
日
本
21
安
城
計
画
の
も
と
、
健
康
づ
く
り
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
企
画
や
講
座
の
開
催
、
サ

ロ
ン
の
場
づ
く
り
等
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
助
成
金
は
、
右
脳
を
活
性
化
さ
せ
る
「
ひ
だ
り

筆
も
じ
」
の
講
習
を
行
い
、
今
後
の
サ
ロ
ン
活
動
に
活
か
し
ま
す
。

⑤
グ
リ
ー
ン
そ
う

　

環
境
、
食
育
、
地
産
地
消
、
健
康
、
生
き
が
い
に
関
す
る
支
援
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
助

成
金
は
、
菜
の
花
の
美
し
い
原
風
景
を
残
す
活
動
と
と
も
に
、
ナ
タ
ネ
油
を
使
っ
た
料
理
教

室
を
開
催
し
、
環
境
と
安
全
な
食
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

⑥
傾
聴
グ
ル
ー
プ
み
み
よ
り

　

主
な
活
動
は
福
祉
施
設
で
の
傾
聴
活
動
で
す
。
助
成
金
は
、
会
員
向
け
の
講
座
費
用
に
活

用
し
、
個
々
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
と
と
も
に
、
増
加
し
て
い
る
福
祉
施
設
か
ら
の
依
頼

に
対
応
で
き
る
体
制
を
作
り
ま
す
。

　

婚
活
、
恋
活
を
成
功
さ
せ
る
カ
ギ
「
自
分

磨
き
」
の
ポ
イ
ン
ト
が
学
べ
る
セ
ミ
ナ
ー
で

す
。
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
、
シ
ン
グ
ル
フ
ァ
ザ

ー
の
人
も
遠
慮
な
く
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

場
　
所
▼
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
会
議
室
３

講
　
師
▼
加か

藤と
う　

奈な

穂ほ

子こ 

氏
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン

　
　
　
　

エ
ナ
ジ
ー
代
表
取
締
役
）

対
　
象
▼

　
【
男
性
】
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
30
歳
か

　
　
　
　

 

ら
45
歳
ま
で
の
独
身
の
人

　
【
女
性
】
県
内
在
住
の
独
身
の
人

定
　
員
▼
男
女
各
30
名
程
度
（
先
着
順
）

受
　
付
▼
10
月
28
日
㈮
ま
で
電
話
に
て
受
付

　
　
　
　
（
日･
月･

祝
日
を
除
く
）

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
▼

　
　
　
　
　

事
業
係　

☎(
77)

２
９
４
１

　

音
声
に
よ
る
操
作
方
法
を
学
ぶ
、
視
覚
障
が

い
者
の
た
め
の
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
講
座
で
す
。　

　

現
在
お
持
ち
で
な
い
人
も
受
講
で
き
ま
す
。

日
　
時
▼
10
月
15
日
㈯
午
後
２
時
～
４
時　

場
　
所
▼
社
会
福
祉
会
館　

講
座
室

対
　
象
▼
視
覚
障
が
い
者
及
び
支
援
者

定
　
員
▼
10
名
程
度

持
ち
物
▼
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
（
貸
出
用
も
用
意　

　
　

　
　

　
　

し
て
い
ま
す
。
※
要
問
い
合
わ
せ
）

参
加
費
▼
５
０
０
円

受
　
付
▼
10
月
５
日
㈬
ま
で
電
話
に
て
受
付

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
▼

　

ス
マ
イ
ル
サ
ポ
ー
ト　

永え
い

徳と
く

（
担
当
）

　
　
　
　

☎
０
９
０
ー
３
５
８
２
ー
９
１
９
５

日　　時 参 加 費

男

性

11 月６日㈰
午前 10 時～
午後１時

1,000 円
（軽食代込）

11 月 13 日㈰
午前９時 30 分～
正午

無料

女

性

11 月 13 日㈰
午後２時～
午後４時

無料

日 時 ・ 場 所 問い合わせ

介

護

者

の

つ

ど

い

10 月13日 （木）
午後１時 30 分～ 3 時
中部福祉センター
教養娯楽室

中部福祉センター
☎７６－００９０

10 月 22 日 （土）
午前10時～11時30分
桜井福祉センター
多目的室１

桜井福祉センター
☎９９－７３６５

10 月2７日（木）
午後１時30分～３時30分
北部福祉センター
研修室

北部福祉センター
☎９７－５０００

あんじょう 社協だより
         '16 9/15 　－ 4 －


